
ejob事業ボランティアスタッフ（VS）を募集します 

  ＜ご興味のある⽅は、ejob 事業事務局（ejob@tokeikyou.or.jp）⼜は⽇本都市計画家協会
事務局（jimukyoku@jsurp.jp tel:03-6811-7205）へご連絡下さい＞ 
 
◯仕事内容 

ejob 事業とは、自治体発注の都市計画コンサルタント業務の中で、発注自治体により優良

と評価されたものを登録・公開する事業で、その管理・運営は「ejob事業運営委員会」が行

っています（詳細は http://www.tokeikyou.or.jp/touroku.html をご覧下さい）。 

業務評価の流れは、以下の通りです。 

① 業務を受注したコンサルタントから運営委員会に評価依頼があります。 

② 運営委員会はその内容を確認の上、発注自治体に評価を要請します。 

③ 発注自治体は運営委員会が定めた評価基準に基づいて評価し、評価結果を運営委

員会に回答します。 

④ 運営委員会はその内容を確認の上、コンサルタントに通知します。 

（上記①〜④に関する連絡は全て e-mail で行います。） 

 

 

 

 

★VSの仕事は、上記①〜④に関する e-mail による連絡事務です★ 

 

◯作業形態等 

・基本的には在宅で、e-mail の受発信。 

・e-mail の受発信は、運営委員会所有のパソコンによるが、本人所有パソコンでも可。 

・月１回程度の事務局会議への出席（場所：日本都市計画家協会 千代田区神田小川町）。 

・希望により月１回程度の運営委員会への出席。 

・知り得た情報は、守秘義務対象となります。 

 

◯作業ボリューム（目安） 

・これまでの 3年間の実績では、評価依頼件数は 50〜60件程度です。 

・１件毎に①〜④の連絡事務があり、平均して 1件で 10数回のメール受発信（時間にして１

〜1.5時間程度）が必要です。 

・作業時間はトータルで 60〜80時間程度となり、この作業が原則として 5月〜7月、10月〜

12月の６ヶ月間に断続的に発生します。したがって、上記の期間中、例えば毎週２回（６

ヶ月間で合計約 50回）この作業に当たるとした場合は毎回 70〜100分程度を要することに

なります。 

 

◯肩書き・待遇等 

・年齢・性別・資格は問いません。 

・VSは、ejob事業運営委員会事務局員となります。 

・作業手当として、会議出席のための交通費を含めて年間５万円を支給します。 

・VSの作業は、必要に応じて他の事務局員がサポートします。 

・利点としては、優良な都市計画関連業務情報に直に接しられること、都市計画専門家の人

脈形成に役立つこと等です。 

（③回 答） 

（②評価要請） 

（④通 知） 

 

（①評価依頼） 

運営委員会 
受注コン 

サルタント 発注⾃治体 


